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規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 税 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 2 5年 ３ 月 3 1日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

高 知 県 規 則 第 1 8号  

高 知 県 税 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 税 規 則 （ 昭 和 3 3年 高 知 県 規 則 第 1 1号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 2 4条 中 「 す べ て の 」 を 「 全 て の 」 に 改 め る 。  

第 6 3条 中 「 並 び に 第 7 3条 の ３ 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 」 を 「 、

第 7 3条 の ３ 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 並 び に 第 7 3条 の ６ 」 に 改 め 、

「 、 同 条 第 ４ 項 及 び 第 7 3条 の ５ 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 第

6 3条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 第 7 3条 の ３ 第 ５ 項 中

「 第 ３ 項 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ３

項 」 と 、 同 条 第 ６ 項 中 「 第 ３ 項 又 は 前 項 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ３ 項 又 は 前 項 」 と 、 第 7 3条 の ４ 第 ２

項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と 」 を

削 り 、 「 前 項 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と 、

「 自 動 車 税 額 」 と あ る の は 「 自 動 車 取 得 税 額 」 と 、 第 7 3条 の ６ 中

「 前 条 第 ３ 項 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 条 第 ３ 項 」 と 、 「 自 動 車 税 」 と あ る の は 「 自 動 車 取 得 税 」 と 、

第 7 3条 の ７ 中 」 を 「 自 動 車 税 額 」 と あ る の は 「 自 動 車 取 得 税 額 」

と 、 「 次 条 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第

7 3条 の ６ 」 と 、 第 7 3条 の ７ 中 「 前 条 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 7 3条 の ６ 」 と 、 「 次 条 第 ２ 項 」 と あ る の

は 「 第 6 3条 に お い て 準 用 す る 第 7 3条 の ８ 第 ２ 項 」 と 、 」 に 、 「 第

6 3条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 7 3条 の ４ 第 ２ 項 」 と 、 第 7 3条

の ８ 第 ２ 項 中 「 前 項 た だ し 書 」 と あ る の は 「 第 6 3条 に お い て 準 用

す る 前 項 た だ し 書 」 を 「 第 6 3条 に お い て 準 用 す る 第 7 3条 の ４ 第 ２

項 」 に 改 め る 。  

第 6 7条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 令 」 を 「 障 害 者

の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令 」

に 改 め る 。  

第 6 9条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 車 い す 」 を 「 車 椅 子 」 に 改 め る 。  

第 7 3条 の ５ 第 １ 項 中 「 報 告 書 」 を 「 報 告 書 兼 還 付 請 求 書 」 に 改

め 、 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し 、 取 扱 人 の 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 又 は 当 該 業 務 を 廃 止 し

た と き は 、 速 や か に 報 告 書 兼 還 付 請 求 書 を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

第 7 3条 の ５ 第 ２ 項 中 「 報 告 書 」 を 「 報 告 書 兼 還 付 請 求 書 」 に 改

め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 報 告 さ れ た 」 を 「 提 出 さ れ た 報 告 書 兼 還 付 請

求 書 に 基 づ き 、 」 に 、 「 金 額 を 、 当 該 報 告 の 後 、 始 動 票 札 の 交 付

の 際 に 当 該 始 動 票 札 の 額 面 金 額 か ら 控 除 す る こ と に よ り 」 を 「 金



額 か ら 当 該 金 額 に 係 る 次 条 に 規 定 す る 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 に 相 当

す る 金 額 を 控 除 し た 額 を 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 を 削 る 。  

第 7 3条 の ６ 中 「 前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 」 を 「 当 該 年 度 に 交 付

さ れ る 」 に 、 「 額 面 金 額 か ら 」 を 「 額 面 金 額 の 総 額 か ら 当 該 年 度

の 」 に 改 め 、 「 （ 以 下 「 有 効 表 示 金 額 」 と い う 。 ） 」 を 削 る 。  

第 7 3条 の ７ 中 「 有 効 表 示 金 額 か ら 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 」 を 「 始

動 票 札 の 額 面 金 額 か ら 前 条 に 規 定 す る 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 （ 次 条

第 ２ 項 に お い て 「 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 7 3条 の ８ 第 ２ 項 中 「 額 面 金 額 か ら 返 還 等 の 時 の 表 示 金 額 （ 誤

表 示 に 係 る 金 額 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 当 該 始 動 票 札 に つ い て

交 付 し た 取 扱 手 数 料 相 当 額 （ 返 還 等 の 時 の 表 示 金 額 に 対 応 す る 取

扱 手 数 料 に 相 当 す る 金 額 を 除 く 。 ） 」 を 「 残 額 か ら 当 該 残 額 に 係

る 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 に 相 当 す る 金 額 」 に 改 め る 。  

第 7 6条 の ２ 第 ４ 項 第 １ 号 中 「 財 団 法 人 日 本 自 動 車 査 定 協 会 」 を

「 一 般 財 団 法 人 日 本 自 動 車 査 定 協 会 」 に 改 め る 。  

第 7 7条 第 ２ 項 中 「 車 い す 」 を 「 車 椅 子 」 に 改 め る 。  

別 表 備 考 中 「 す べ て の 」 を 「 全 て の 」 に 改 め る 。  

別 記 第 6 8号 様 式 の ２ （ 裏 面 ） 注 ５ 中 「 地 方 税 法 施 行 令 附 則 第 ７

条 第 1 9項 第 ３ 号 」 を 「 高 齢 者 等 居 住 安 定 化 推 進 事 業 の う ち サ ー ビ

ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 （ 高 齢 者 専 用 賃 貸 住 宅 の 整 備 を 行 う 事 業 に

よ り 建 設 さ れ た も の を 除 き ま す 。 ） の 整 備 を 行 う 事 業 に 係 る 補 助

又 は サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 の 整 備 に 要 す る 費 用 に 係 る 地 方

公 共 団 体 」 に 改 め る 。  

別 記 第 6 9号 様 式 注 を 削 る 。  

別 記 第 1 1 9号 様 式 の ９ 及 び 別 記 第 1 1 9号 様 式 の 1 0を 次 の と お り 改

め る 。  

 



別 記 第 1 2 2号 様 式 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



別 記 第 1 2 3号 様 式 の ２ 中 「 車 い す 」 を 「 車 椅 子 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 2 5年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 高 知 県 税 規 則 別 記 様 式 （ 別 記 第 1 1 9

号 様 式 の ９ 及 び 別 記 第 1 1 9号 様 式 の 1 0を 除 く 。 ） は 、 こ の 規 則

に よ る 改 正 後 の 高 知 県 税 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 残 品 の 限 度

で 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規  則  

◎ 高 知 県 税 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 


